
令和7年12月2日以降、組合員（被扶養者）証は、使用できなくなります。そのため、マイナ保険証（健康
保険証の利用登録をしたマイナンバーカード）をお持ちでない方には、組合員（被扶養者）証の代わりとして
「資格確認書」を11月中に発行します。

現在持っている組合員（被扶養者）証はどうしたらよいのですか？
回収しますので、所属所を通して当組合に返却してください。
（任意継続組合員の方は、直接当組合に返却してください。）

マイナ保険証をお持ちでない方へ

11月中に「資格確認書」を発行します

「資格確認書」

　所属所を通して送付（任意継続組合員は自宅に送付）
配付方法

　マイナ保険証をお持ちでない組合員及び被扶養者　
　（すでに資格確認書を発行している方を除く）

配付対象者

マイナ保険証をお持ちでない方とは
　1 マイナンバーカードをお持ちでない方
　2  マイナンバーカードを持っているが、健康保険証の利用登録を
行っていない方

　3  マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

いいえ

確認できる

確認できない
（カードリーダーがない場合など）

はい

マイナ保険証をお持ちですか？

利用する医療機関や薬局のカードリーダーで
オンライン資格情報の確認ができますか？

　当組合の一部事業（人間ドック・PET検査、特定健診・特定保健指導、指定・協定宿泊施設、冬季レジャー
施設（ハンターマウンテン除く）、物資事業等）を利用する際に必要な資格確認も、カードリーダーでオン
ライン資格確認ができる場合を除き、①～④のいずれかを提示することになります。

マイナ保険証と
併せて②～④の
いずれかを提示
してください。

① 「資格確認書」

マイナ保険証

②マイナポータルの
　資格情報画面

③ 「資格情報のお知らせ」
（令和6年6月22日までに登録した
組合員及び被扶養者に令和6年
10月18日に発行しています。）

④ 「資格情報通知書」
（令和6年6月23日以降に登録し
た組合員及び被扶養者に発行し
ています。）

令和7年12月2日以降の組合員等の資格確認方法

Ｑ

A

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは 03共済だより 2025.11 No.361




